
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

別紙「樹木管理緑化基本方針（案）」 

樹木管理及び緑化 

に関する基本方針（案） 

軽 井 沢 町 
KARUIZAWA 

ka 

2026.〇 

ka 

※今後、いくつかの項目について修正を加える予定 
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本町の緑豊かな自然は、先人たちの手によって築かれたものであり、軽井沢町の歴史や文

化の源となっています。この素晴らしい自然を日本の貴重な財産として守り育て、次の世代

へと確実に引き継いでいく必要があります。 

 

昭和 47 年には、軽井沢の伝統とすぐれた自然を保持するため、「軽井沢町の自然保護対策

要綱」を策定し、本町の緑豊かな自然を守り続けてきました。しかしながら、近年では住

宅・別荘建築等の増加に伴い、建築後の景観保全や修景が課題となっているとともに、町内

の樹木の多くが大木化し、台風等の災害により倒木等の危険性があるとの声（※）が高まって

います。 

 

こうした状況を踏まえ、先人の理念を継承しつつ、時代の変化に対応した自然保護のあり

方を明確にするため、樹木の適正な管理及び緑化に関する基本的な方針を策定します。 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「軽井沢町環境基本計画」策定時の「環境意識アンケート」において、森林・樹木に感じる問題

として、町民・別荘所有者ともに「木が大きくなりすぎて、台風の時などに落枝や倒木のおそれ

がある」との意見が最も多く寄せられた。 

１ 策定の目的 

２ 基本方針とは 

⑴ 基本方針の位置づけ 

 ア 基本方針 

  基本方針は、本町が目指す樹木管理及び緑

化に関する基本的な方針・方向性を示すもの

です。 
 

イ 植栽ガイドライン（策定予定） 

  植栽ガイドラインは、基本方針の内容をよ

り具体化したもので、適正な植栽位置や推奨

樹木などについて、わかりやくす示したもの

です。 
 

ウ 各主体による取組み 

  基本方針と植栽ガイドラインを踏まえて、

各主体（町民・別荘所有者・事業者・町）に

よる取組みを実施します。 
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⑵ 計画等体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 基本方針が適用されるのは、建築物の新築又は改築を行う場合とします。ただし、学校、

児童館、保育園、鉄道施設、公民館、文化施設（※）、スポーツ施設（※）その他公の施設など

本基本方針を適用することが適当でない施設については、この限りでありません。 

 

 

  

 「軽井沢町=緑豊かな森」と言われる本町ですが、こうした緑に包まれた景観が形成され

た歴史は、それほど古いものではありません。 

江戸時代末期、今から約 240 年前の天明３年（1783）の浅間山の噴火により、明治初期ご

ろまでの軽井沢町の平地の多くは草原や湿地でした。 

その後、明治期に入ってから農耕地や牧場を守るための防風林として、先人たちがカラマ

ツ等の植林を進めた結果、現在のような緑豊かな軽井沢町の姿が形づくられました。 

このように森林が広がっていった一方で、別荘地としての人気が高まるにつれ、森林を切

り開いて別荘や宿泊施設などが数多く建てられるようになりました。 

こうした自然環境の変化は、昭和５１年（1976）と平成２８年（2016）の土地利用の変遷

を比較すると、特に町の中央部で顕著にみられます（次ページ参照）。 

 

 

３ 適用範囲 

４ 現状・課題 

※国・地方公共団体の施設に限ります。 

樹
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整合・調和 

整合 
・ 

調和 

軽井沢町長期振興計画 

 

 

まちづくりの将来目標を示す 

町政運営の最も基本となる計画 

 

長期振興計画を環境面から具体化 

した環境分野のマスタープラン 

軽井沢町環境基本条例 
環境の保全等に関する施策の 

基本となる事項等を定めた条例 

軽井沢町環境基本計画 

軽井沢町緑の基本計画（改定中） 

都市公園を中心とした緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画 

軽井沢国際親善文化観光 

都市建設法 
文化観光施設の整備充実を規定 

した本町のみを対象とした法律 

軽井沢町 

まちづくり基本条例 
まちづくりを推進していくための 

基本的な事項を定めた条例 

軽井沢町の自然保護のため
の土地利用行為の手続等に

関する条例 
開発等の土地利用行為について 

必要な手続等を定めた条例 

軽井沢町の自然保護対策要綱 
自然保護対策に関する基準等を定めた指導要綱 
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昭和 51年（1976）から平成 28年（2016）にかけて「森林」から「森林以外」に変化した場所 

※荒地には半自然草地が含まれる。 

出典：国土数値情報土地利用細分メッシュ（背景は地理院地図を使用） 

※ 
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本町の特徴的な緑豊かな景観は、特に別荘地において見ることができます。明治期に入っ

てからの農耕地や牧場を守るためのカラマツ等の植林に加え、別荘地の林は、明治２１年

(1888)に英国人宣教師Ａ・Ｃ・ショー氏が別荘を建て、避暑地として発展していく過程で形

成されたもので、敷地の道路沿いに、ウラジロモミを目隠しとして植え、建物の周囲にはカ

エデやカラマツを木陰として植栽し、さらに荒地にはハルニレ、アカマツ、コナラなどが育

ちました。 

 このような歴史を経て、現在の軽井沢町の緑に包まれた特徴ある景観が形づくられてきた

のです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 本町の特徴的な緑 

軽井沢らしい別荘の緑 実例 
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 現状・課題、そして本町の特徴的な緑を踏まえて、次のとおり樹木管理及び緑化に関する

基本方針を定めます。 
 

⑴ 管理関係 

  次の方法により、樹木を適切に管理することとします。 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

⑵ 新規植栽関係 

新たに植栽を行う場合は、次の方法により行うこととします。 

 

 

 

 

 

 
 
 

●緑化率（敷地面積に対する緑地面積の割合のことをいう。）は、次の表のとおりです。 

区分 

（※） 

保養地域 

緩衝地域 

居住地域・集落形成地域 

建蔽率：20％ 
建蔽率：30％ 

（緩和適用） 

敷地面積 

500 ㎡以上 

敷地面積 

500 ㎡未満 

緑化率 25％ 15％ 15％ 15％ 10％ 
 

●緑地面積：緑地面積は、次のいずれかの方法にしたがって算出します。もっとも計算

しやすい方法を選択してかまいません。なお、樹高１ｍ未満の樹木や地被

植物は、緑地面積に算定しません。 
  

① 樹冠の水平投影面積の合計 

   樹木ごとの樹冠の水平投影面積を合計した 

もの。なお、樹冠投影面積は、植栽時（又は 

現況）の実際の水平投影面積とします。 

 

 

 

６ 基本方針 

● 健全な樹木は、原則保存すること。ただし、剪定により適正な管理を行うこと。 

● 間伐により適正な管理を行うこと。ただし、定められた緑化率（ 「６－２ 緑化率」を

参照）を下回らないようにすること。 

● 維持管理ができないほどの大木化した樹木は、世代更新に努めること。更新に当

たっては、既存植生との調和を図り、かつ比較的容易に管理ができる樹木を植栽す

ること。ただし、地域の景観に配慮し、より適切な樹木がある場合は、その樹木を

植栽すること。 

６－２ 緑化率（緑地面積） 

● 定められた緑化率を基に、既存の植生に合う樹木を植栽すること。ただし、地域

の景観に配慮し、より適切な樹木がある場合は、その樹木を植栽すること。 

● 植栽は、道路と建築物の間に十分な厚みをもって配置すること。 

※ 保養地域：第一種低層住居専用地域及び集落形成地域等を除く用途無指定地域 
緩衝地域：保養地域のうち、居住地域、商業地域及び集落形成地域との境界から 60ｍ以内の地域 
居住地域：第一種住居地域 
集落形成地域：用途無指定の区域内の集落形成地域等 
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 ② 樹高に応じた「みなし樹冠」の換算緑地面積 

の合計 

    樹木は、樹高に応じて、次の表に示す半径の 

円形の樹冠を持つものとみなし、そこから算出 

した「換算緑地面積」の合計を緑地面積としま 

す。 

 

 

樹高（植栽時又は現況） みなし樹冠半径  換算緑地面積 

１ｍ以上 2.5ｍ未満 1.1ｍ 3.8 ㎡≒４㎡ 

2.5ｍ以上４ｍ未満 1.6ｍ ８㎡ 

４ｍ以上 2.1ｍ 13.85 ㎡≒14 ㎡ 

 

 

 

緑地面積以外の部分については、駐車スペースや進入路等を除き、コケや芝などの地被植

物による緑化又は自然地面（※）のまま維持することとします。なお、駐車スペース及び進

入路については、できる限り自然地面の維持や砂利（景観に配慮し、黒色系を推奨）の使用

により、雨水の敷地内浸透を行うこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６－３ 緑地面積以外の部分 

※自然地面：舗装など人工的な被覆をしていない、自然のままの地表 

軽井沢らしい別荘のコケ・自然地面 実例 
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敷地面積 25ｍ×40ｍ＝1,000 ㎡ 

緑化率 25％ 

必要緑地面積 1,000 ㎡×25％＝250 ㎡ 

 

 

 

           4ｍ以上（14㎡）×10本＝140㎡ 

           2.5ｍ以上4ｍ未満（8㎡）×10本＝ 80㎡ 

           1ｍ以上2.5ｍ未満（4㎡）× 8本＝ 32㎡ 

                        計 252㎡ 

                           必要緑地面積 250㎡  ＜  252㎡ 

 

 

 

 

 

40ｍ 
2
5ｍ

 

１ｍ以上 2.5ｍ未満 

 

４㎡ 

2.5ｍ以上４ｍ未満 

８㎡ 

４ｍ以上 

14 ㎡ 

７ 緑化イメージ 

R6 平均建蔽率 

約 11％ 

緑化内容 

保養地域 
2
5ｍ
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敷地面積 20ｍ×15ｍ＝300 ㎡  

緑化率 10％ 

必要緑地面積 300 ㎡×10％＝30 ㎡ 

 

 

 

     4ｍ以上（14㎡）× 0本＝   0㎡ 

           2.5ｍ以上4ｍ未満（8㎡）× 2本＝  16㎡ 

           1ｍ以上2.5ｍ未満（4㎡）× 4本＝  16㎡ 

                        計   32㎡ 

                              必要緑地面積 30㎡  ＜  32㎡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20ｍ 

１ｍ以上 2.5ｍ未満 

 

４㎡ 

2.5ｍ以上４ｍ未満 

８㎡ 

緑化内容 

R6 平均建蔽率 

約 27％ 

居住地域 

15
ｍ
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住宅（居住地域）においても、道路と建

築物の間に樹木を配置することによって、

建物が周辺景観と調和し、落ち着いた雰囲

気を演出する。 

軽井沢らしい居住地域の緑 実例 

POINT 

※備考 

写真の樹木は、植栽からおおむね１年半が経

過したもの。今後、樹木がさらに大きく成長

し、緑化が進んでいく。 
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根元が腐っていて、空洞になってい

る。 

 

枯れ枝がたくさんついている。 

夏でも葉が枯れている枝や葉

がついていない枝がたくさんあ

る。 

幹が異常に傾いている。 

１ 

２ 

３ 

８ 危険な樹木の見分け方（簡易判定） 
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樹木 （高さ：５ｍ～６ｍ）をゆすっ

たときに、ぐらぐら動く。 

＊根元が安定していない状態です。 

キツツキの穴がある。 

＊キツツキ類の多くは、弱った木や枯

れ木に穴を開けて巣をつくります。 

４ 

５ 

キノコが生えている。 

＊キノコが生えている部分は枯れて

います。 

６ 
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軽井沢町で実施している緑に関する支援制度を紹介します。 

各制度の詳細については、ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。 

名 称 概 要 問い合わせ先 

樹木医診断・相談

事業 

無料で樹木医を派遣し、樹木診断を行っています。 

https://www.town.karuizawa.lg.jp/page/8048.html 

軽井沢町 

環境課 

環境政策係 

Tel：0267-45-8556 

危険木伐採等費用

補助事業 

危険木の伐採等にかかる費用の一部を補助します。 

本補助金は、樹木医診断・相談事業の診断を受けた方

が対象です。 

https://www.town.karuizawa.lg.jp/page/8117.html 

危険木伐採に伴う

植栽補助事業 

危険木を伐採したあとの植栽にかかる費用の一部を補

助します。 

本補助金は、危険木伐採等費用補助金を受けた方が対

象です。 

https://www.town.karuizawa.lg.jp/page/8118.html 

 

 

 

 

＜要注意判定＞ 

幹に穴が空いていて、根元に木

くずが落ちている。 

 

＊カミキリムシ類の幼虫が幹の

中に生息しているサインです。カ

ミキリムシ類は、樹皮下を食い荒

らし、ひどい場合には樹木を枯死

させる危険性があります。 

他 

９ 支援制度 

※詳しくは、樹木医等による診断を受けてください。 



 
14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【
緑

化
面

積
表

】
 

10 資料 



 

 

 

 

樹木管理及び緑化に関する基本方針 

軽井沢町 環境課 環境政策係 

〒389-0192  

長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉 2381 番地 1 

Tel：0267-45-8111（代表）  Fax：0267-46-3165 

電子メール：kankyo@town.karuizawa. nagano.jp 


